
届出書に記載した期間に収まっているか

造林の期間の末日から30日
以内になっているか

③造林方法：人工造林　の場合

複数地番にまたがる場合は、該当する
全ての地番が記載されているか

相続等により届出書とは異なる森林所有者
が提出する場合は、当該相続等に係る情報
を記載しているか



③造林方法：天然更新　の場合

造林の期間の末日から30日
以内になっているか

複数地番にまたがる場合は、該当する
全ての地番が記載されているか

複数の樹種を造林した場合は
樹種ごとに記載されているか

・届出書に記載した期間に収まっているか
・伐採した日を含む年度の翌年度の初日から
　起算して５年以内となっているか

「鳥獣害防止森林区域」でない
　場合は特段の記載は不要

★天然更新完了基準（地域森林計画に掲載）

・有用天然木の樹高：0.3ｍ以上（稚幼樹）
・有用天然木の出現本数
　　概ね3,000本/ha以上（３本/10㎡以上）

→天然更新が完了されていないと判断される場合は、
　天然更新補助作業を行う旨指導するとともに、「施業の勧告」
　を行う等により造林の適正化に努めてもらう。
　（それでも造林が行われない場合は「遵守命令」


